
別表（第３条関係） 

災害見舞金支給額表 

備考 

 この表に規定する被害の程度は、「死亡」を除いて、複数の適用はしないものとする。 

被害の程度 見舞金の額 

現に住居している住家の全焼、全壊又は 

流出 

１世帯１人につき   50,000 円 

１人増すごとに 8,000 円を加算する 

現に居住している住家の半焼又は半壊 
１世帯１人につき   30,000 円 

１人増すごとに 5,000 円を加算する 

現に居住している住家の消火活動又は 

火災時の爆発等による全損 

１世帯１人につき   30,000 円 

１人増すごとに 5,000 円を加算する 

現に居住している住家の消火活動又は 

火災時の爆発等による半損 
１ 世 帯  10,000 円 

現に居住している住家の床上浸水 １ 世 帯  20,000 円 

死          亡 死亡者１人につき  150,000 円 


